
岡崎市観光基本計画推進委員会要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、岡崎市附属機関設置条例（令和元年岡崎市条例第 21 号）

第６条の規定に基づき、岡崎市観光基本計画推進委員会（以下「委員会」とい

う。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（委員長）

第２条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長

が指名する委員がその職務を代理する。

（会議）

第３条 委員会の会議は、委員長が招集する。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。

(運営)

第４条 前３条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

（岡崎市観光基本計画推進委員会設置要綱の廃止）

２ 岡崎市観光基本計画推進委員会設置要綱（平成27年12月１日制定）は、廃

止する。


